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邑楽町告示第１４２号

平成２５年第２回邑楽町議会臨時会を次のとおり招集する。

平成２５年１０月９日

邑楽町長 金 子 正 一

１．期 日 平成２５年１０月１７日

２．場 所 邑楽町役場 議 場

３．件 名

１ 工事請負契約の締結について
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〇応招・不応招議員

〇応招議員（１４名）

１番 塩 井 早 苗 議員 ２番 原 義 裕 議員

３番 松 村 潤 議員 ５番 神 谷 長 平 議員

６番 半 田 晴 議員 ７番 坂 井 孝 次 議員

８番 大 野 貞 夫 議員 ９番 田部井 健 二 議員

１０番 小 沢 泰 治 議員 １１番 岩 﨑 律 夫 議員

１２番 小 島 幸 典 議員 １３番 立 沢 稔 夫 議員

１４番 本 間 恵 治 議員 １５番 細 谷 博 之 議員

〇不応招議員（なし）
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平成２５年第２回邑楽町議会臨時会議事日程

平成２５年１０月１７日（木曜日） 午前１０時開会

邑楽町議会議場

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 議案第４９号 工事請負契約の締結について
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〇出席議員（１４名）

１番 塩 井 早 苗 議員 ２番 原 義 裕 議員

３番 松 村 潤 議員 ５番 神 谷 長 平 議員

６番 半 田 晴 議員 ７番 坂 井 孝 次 議員

８番 大 野 貞 夫 議員 ９番 田部井 健 二 議員

１０番 小 沢 泰 治 議員 １１番 岩 﨑 律 夫 議員

１２番 小 島 幸 典 議員 １３番 立 沢 稔 夫 議員

１４番 本 間 恵 治 議員 １５番 細 谷 博 之 議員

〇欠席議員（なし）

〇地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

金 子 正 一 町 長

堀 井 隆 副 町 長

大 竹 喜 代 子 教 育 長

飯 塚 勝 一 総 務 課 長

神 山 均 学校教育課長

〇職務のため議場に出席した者の職氏名

小 倉 章 利 事 務 局 長

田 部 井 春 彦 書 記
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◎開会及び開議の宣告

〇本間恵治議長 ただいまから平成25年第２回邑楽町議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開き

ます。

〔午前１０時０２分 開議〕

◎諸般の報告

〇本間恵治議長 日程に入る前に諸般の報告をします。

監査委員から監査結果の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたから、ご了

承願います。

次に、本臨時会に説明員として出席通知がありましたので、写しをお手元に配付しておきました

から、ご了承願います。

本日の議事日程は、配付したとおりであります。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇本間恵治議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第124条の規定により、議長において、坂井孝次議員、大野貞夫

議員を指名します。

◎日程第２ 会期の決定

〇本間恵治議長 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇本間恵治議長 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日と決定しました。

◎日程第３ 議案第４９号 工事請負契約の締結について

〇本間恵治議長 日程第３、議案第49号 工事請負契約の締結について議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 議案第49号 工事請負契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。

邑楽町立長柄幼稚園改築工事（建築工事）を施工するため、去る９月26日、指名競争入札を執行
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した結果、株式会社徳川組が２億7,510万円で落札いたしましたので、工事請負契約を締結いたし

たくご提案申し上げる次第であります。

なお、詳細につきましては学校教育課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。

〇本間恵治議長 神山学校教育課長。

〔神山 均学校教育課長登壇〕

〇神山 均学校教育課長 議案第49号 工事請負契約の締結につきまして、補足説明を申し上げます。

工事請負契約の締結につきましては、次のとおりでございます。１、契約の目的、邑楽町立長柄

幼稚園改築工事（建築工事）でございます。２、契約の方法、指名競争入札。３、契約の金額、２

億7,510万円でございます。４、契約の相手方、邑楽町大字赤堀1111番地、株式会社徳川組、代表

取締役又野繁でございます。工事場所は、邑楽町大字狸塚1256番地でございます。

工事概要でございますが、木造平家建て、延べ床面積1,213.87平方メートルです。

建物を構成する主なものにつきましては、保育室、遊戯室、職員室、給食配膳室、保健室、相談

室、玄関などを予定をしております。

また、工期につきましては、ご承認をいただいた日から平成26年３月25日までを予定するもので

ございます。

以上でございます。よろしくお願いをいたします。

〇本間恵治議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇本間恵治議長 質疑なしと認めます。

これにて質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇本間恵治議長 討論なしと認めます。

これにて討論を終結します。

これより議案第49号 工事請負契約の締結について採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇本間恵治議長 起立全員。

よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

◎町長の挨拶

〇本間恵治議長 以上で日程は終了しました。
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町長から閉会に当たり発言の申し出がありますので、許可します。

金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 議長のお許しをいただきまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。

第２回の臨時会の閉会に当たりまして、ただいまご提案をいたしました工事請負契約の締結につ

きまして、原案どおり可決、決定をいただきまして大変ありがとうございました。

工事につきましては、今後事故のないよう十分注意をいたしまして、完成に向け努力をしてまい

りたい、このように思います。議員の皆様におかれましては、今後ともご指導、ご協力を賜ります

よう切にお願い申し上げまして、御礼の挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇本間恵治議長 これをもちまして、平成25年第２回邑楽町議会臨時会を閉会します。

ご協力ありがとうございました。

〔午前１０時０８分 閉会〕


